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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 

小国町では、令和 2 年に小国町健康増進計画・食育推進計画を策定し、生涯にわたる食育

の推進や健康維持・増進のための生活習慣の改善と環境づくり、生活習慣病の発症予防と重

症化予防という基本方針をもとに、予防の視点での町民の健康づくり及び環境づくりおよ

び食育の推進を図ってまいりました。 

近年、我が国では、急速な少子高齢化に伴い、生活習慣病や要介護者の増加などが社会問

題化してきました。今後、医療や介護のニーズはますます高まることが予想されます。しか

し、医療機関や医師などの医療資源は限られており、私たち一人ひとりが、健康で長生きで

きるよう、日頃から健康に関心を持ち、生活習慣を整えることが大切です。 

この計画では、「子どもから高齢者まで全ての世代の人が健康で長く住み続けられるまち

づくり」を基本理念に、すべての町民が生涯にわたって健康でいきいきと暮らすことができ

るよう、「健康寿命の延伸」を全体の目標と定め、「誰一人取り残さない」持続可能なよりよ

い社会の実現をめざしていきたいと考えております。 

計画の推進にあたっては、町民一人ひとりが積極的に健康づくりや食育の推進に取り組

むことができるよう、家庭・学校・職場・地域・行政がそれぞれの役割を認識し、連携・協

力していくことが必要であり、地域全体における健康づくり・食育推進活動を支援する体制

づくりに努めてまいりますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

令和 6 年 3 月 

 

小国町長 渡邉 誠次 
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第第第第 1111 章章章章    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景    

（1）健康づくりに関する動き 

わが国は、生活水準の向上や医学の進歩等により、平均寿命が急速に延び、世界有数の長

寿国となっています。一方で、生活習慣病やその重症化等により要介護状態となる人が増加

し、健康寿命を延ばすことが喫緊の課題になっています。また、新型コロナウイルスの感染

拡大の影響により、生活様式や働き方の多様化等、大きく社会環境が変化しています。 

こうした疾病構造の変化に対応し、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力あ

る社会にするため、国は、平成 12 年度に、国民が主体的に取り組める新たな国民健康づく

り運動として「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」（以下「健康日本 21」）

を策定しました。 

平成 24 年度には、「健康日本 21（第二次）」が策定されました。この「健康日本 21（第二

次）」では、10年後の日本の目指す姿を「全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生

活できる活力ある社会」とし、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②生活習慣病の発症予

防と重症化予防の徹底、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上、④健康を支え、

守るための社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口

腔に関する生活習慣及び社会環境の改善の 5 つが基本的な方向として提案されました。平

成 30年度に行われた中間評価では、各分野の指標は達成・改善傾向にあるものの、一人ひ

とりの生活習慣の改善やそれによる生活習慣病の発症・重症化予防については、長期的な課

題として一層の取り組みの推進が求められました。 

 

（2）食育に関する動き 

「食」は生命の源であるとともに、健全な食生活を日々実践し、おいしく楽しく食べるこ

とは、人に生きる喜びや楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大きく寄与するもの

と言えます。 

ところが、近年、人々のライフスタイルや価値観、ニーズの多様化等を背景に、「食」を

大切にする意識の希薄化や家族そろって食事をする機会の減少、朝食の欠食、不規則な食生

活による生活習慣病の増加、食の安全等、様々な問題が生じています。 

国では、平成 17 年 6 月に食育を国民運動として推進していくことを目的とした「食育基

本法」を制定し、これに基づき「食育推進基本計画」（計画期間：平成 18～22 年度）を策定

し、食育に関する取り組みを推進してきました。 

令和 3 年 3 月に策定した、「第 4 次食育推進基本計画」（計画期間：令和 3～7 年度）では、

新型コロナウイルス感染症が流行したことによる、食を取り巻く環境の変化、社会のデジタ

ル化等、食育をめぐる状況を踏まえ、①生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、②持

続可能な食を支える食育の推進、③「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進の 3
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つを重点事項とし、総合的に推進することとしています。 

熊本県においても、平成 18 年度に「熊本県食育推進基本計画」を策定し、その後、平成

30 年度に策定した「第 3 次熊本県食育推進計画」では、「食は命と健康の基本（生涯食育）」

「県民及び多様な関係者の協働による食育」「地域に根ざした食育」の 3 つの視点から、5 つ

の基本施策を推進しています。 

 

２２２２    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

小国町（以下、「本町」という。）においては、令和 2 年 1 月に策定した「小国町健康増進

計画・食育推進計画」を基に健康づくりと食育を推進してきました。 

国や熊本県の健康づくりや食育推進の動向はもとより、本町の健康や食育を取り巻く状況・

課題等を十分に踏まえ、住民一人ひとりが生涯を通じて健康な暮らしを実現するために、

「第 2 次小国町健康増進計画・食育推進計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

３３３３    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

本計画は、「健康増進法」第 8 条第 2 項に基づく市町村健康増進計画、そして、「食育推進

法」第 18 条に基づく市町村食育推進計画として位置づけられる計画であり、国の「健康日

本 21（第二次）」や「第 4 次食育推進計画」、熊本県の「第 4 次くまもと 21 ヘルスプラン（第

4 次熊本県健康増進計画）」、「第 3 次熊本県食生活・食育推進計画～くまもと食で育む命・

絆・夢プラン～」等に対応した計画となっています。 

また、「第 6 次小国町総合計画」を上位計画とし、本町の健康づくりや食育に関する施策・

事業を進めるための計画として位置づけ、関連計画等との整合性を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 期小国町総合計画 

第
２
次
小
国
町
健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画 

【国の関連計画】 

・健康日本２１（第二次） 

・第 4 次食育推進基本計画 

◆小国町データヘルス計

画・小国町国民健康保

険特定健診等実施計画 

◆小国町地域福祉計画 

・地域活動福祉計画 

◆小国町子ども・子育て

支援事業計画 

◆小国町高齢者福祉計画 

及び介護保険事業計画 

【熊本県の関連計画】 

・第 4 次くまもと２１ヘルスプラン 

・第 3 次熊本県健康食生活・食育推進

計画～くまもと食で育む命・絆・夢

プラン～ 

 
整合 
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４４４４    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    

本計画の期間は、令和 6 年度から令和 17 年度の 12 年間を計画期間とし、中間年度とな

る令和 11 年度に中間評価を実施します。 

なお、国や県の見直しを考慮し、計画の期間中であっても、計画内容の見直しが必要となっ

た場合は、随時見直しを行います。 
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第第第第 2222 章章章章    町民町民町民町民のののの健康健康健康健康をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況    

 

１１１１    人口人口人口人口のののの推移推移推移推移    

本町の人口は年々減少しており、令和元年度から令和 4 年度にかけて 200 人程減少して

います。年齢別の人口割合をみると、15歳から 64歳までの生産年齢人口割合が最も高くな

っていますが、年々減少しており、今後も減少していく予想となっています。 

高齢化率は、平成 30年には 40％を超えており、年々増加しています。 

 

（住民記録年齢別人口集計表） 
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２２２２    出生出生出生出生とととと死亡死亡死亡死亡のののの状況状況状況状況    

（1）出生数の推移 

本町の出生数の推移をみると、平成 30年度の 59 人に対し、令和 4 年度で 22 人とその 4

割程度となっています。出生率の推移をみると、年々減少傾向となっています。 

 

（熊本県の母子保健） 

 

（2）合計特殊出生率の推移 

本町の合計特殊出生率の推移をみると、各年でバラツキはありますが、令和 4 年度は県や

国平均を下回っています。 

 

（熊本県衛生統計年報） 
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（3）死亡数の推移 

本町の死亡数の推移をみると、平成 30年から令和 3 年にかけて 100人前後で推移してい

ますが、 

 

（熊本県衛生統計年報） 

 

（4）死因別死亡率の推移 

本町の主な死因別死亡率の推移をみると、令和元年度以降は「悪性新生物（がん）」が最

も高く、次いで「心疾患」「肺炎」「脳血管疾患」の順に高くなっています。特に「心疾患」

は令和 2 年度から令和 3 年度にかけて約 2倍に増加しています。 

 

（熊本県衛生統計年報） 
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３３３３    食生活食生活食生活食生活・・・・栄養栄養栄養栄養・・・・食育食育食育食育のののの状況状況状況状況    

（1）乳幼児期の栄養状況 

本町の令和 4 年度の乳幼児健診における肥満・やせの割合をみると、年齢が上がるにつれ

てやせの割合が増加傾向にあります。 

 

（乳幼児健診問診票） 

 

（2）乳幼児期の食生活の状況 

本町の幼児の朝食欠食率の推移をみると、平成 30 年度から令和 3 年度においては、1 歳

6 か月児ではごくわずかしかみられませんが、3 歳児になると増加傾向にあります。令和 4

年度においては、ともに増加しています。 

 

（熊本県の母子保健） 
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朝食の欠食には、就寝時間も大きく関係しているといわれています。 

本町の 22時以降に就寝する幼児の割合をみると、1歳 6 か月児と 3歳児においては、令

和 4 年度を除いてほぼ全ての年で県の平均を上回っています。 

 

（熊本県の母子保健） 

 

（3）学童期の栄養状況 

本町の令和 4 年度の学童期の栄養状況をみてみると、肥満傾向児・痩身傾向児ともに県や

国平均よりも高い学年も見られます。 
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（4）学童期の食生活の状況 

本町の小学 5 年生の朝食を食べている児童の割合をみると、「毎日食べる」と回答した

児童が約 9 割を占めています。 

 

（令和 5 年度小学校食育アンケート） 

 

（5）成人の食生活の状況 

本町の成人の朝食欠食率の推移をみると、同程度で推移していますが、令和 3 年度から令

和 4 年度においては減少傾向にあります。また、県や国と比較しても下回るか同程度となっ

ています。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 

89.1%

10.9%

朝食を食べていますか

毎日食べる

食べない日もある

食べない日が多い

食べない

8.9 8.8 8.6 
10.0 

8.2 

8.8 

9.2 

9.0 9.7 

10.4 9.0 

9.2 

9.2 10.0 10.4 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

％ 朝食欠食する者の割合の推移

小国町 県 国



13 

 

（6）高齢者の状況 

①食生活の状況 

本町の高齢者の 1 日 3 食きちんと食べる者の割合の推移をみると、令和 2 年度から令和 4

年度のいずれも県・国を上回っており、ほとんどの人が 1 日 3 食食べていることが分かり

ます。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 
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本町の高齢者の 6 か月間で 2～3㎏以上の体重減少があった者の割合の推移をみると、令

和 2 年度から令和 4 年度のいずれも県・国を上回っており、低栄養のリスクが懸念されま

す。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 
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（7）食育の状況 

本町の小学 5 年生の食べ物の産地や料理の歴史（ふるさとくまさんデー）に関心がある児

童の割合をみると、「いいえ」と回答した児童が約 6 割となっています。 

 

（令和 5 年度小学校食育アンケート） 

 

本町の小学 5 年生の食べ物や作った人に感謝して食べる児童の割合をみると、「はい」と

回答した児童が 8割を占めています。 

 

（令和 5 年度小学校食育アンケート） 
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本町の小学 5 年生の食事のマナーに気をつけて食べる児童の割合をみると、「はい」また

は「どちらかといえばそうである」と回答した児童が約 9 割を占めています。 

 

（令和 5 年度小学校食育アンケート） 

 

 

本町の小学 5 年生の栄養に気をつけて食べる児童の割合をみると、「はい」または「どち

らかといえばそうである」と回答した児童が約 7 割となっています。 

 

（令和 5 年度小学校食育アンケート） 
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４４４４    身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動のののの状況状況状況状況    

本町の 1回 30 分以上の運動習慣がない者の割合の推移をみると、平成 30年度から令和 4

年度において 6 割程度で推移しています。県や国と比較しても上回っており、運動習慣のな

い者が多いことが分かります。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 

 

また、歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施がない者の割合の推移をみると、

平成 30年度から令和 4 年度において 5 割程度で推移しており、半数が家事や就労、移動等

の日常生活での歩行が少ないことが分かります。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 
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５５５５    こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康のののの状況状況状況状況    

本町の睡眠不足の者の割合の推移をみると、平成 30年度から令和 4 年度まで同程度で推

移しています。県や国と比較しても上回っており、睡眠不足の者の割合が多いことが分かり

ます。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 
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６６６６    たばこたばこたばこたばこ・アルコール・アルコール・アルコール・アルコール    

（1）たばこの状況 

本町の喫煙率の推移をみると、平成 30年度から令和 3 年度においては、年々減少傾向で

すが、令和 4 年度には増加しています、また、県や国と比較すると、上回って推移していま

す。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 

 

また、本町の妊娠中の喫煙の状況をみると、平成 30年度から令和 4 年度においてほとん

どが「喫煙なし」ですが、ごく一部に「喫煙あり」の者がみられます。 

 

（3-4 か月児健診問診票） 
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（2）アルコールの状況 

本町の多量飲酒者については、令和元年度では 9.1％で、国や県と比較しても約 3倍とな

っており、とても多い状況です。令和元年度以降は減少傾向にあります。 

※多量飲酒者とは、1 日当たりの飲酒が「5合以上」「4合以上 5合未満で飲酒頻度が 

週 5 日以上」「3合以上 4合未満で飲酒頻度が毎日」のいずれかに該当する者です。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 

 

また、本町の妊娠中の飲酒の状況をみると、平成 30年度～令和 4 年度においてほとんど

が「飲酒なし」ですが、ごく一部に「飲酒あり」の者がみられます。 
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７７７７    歯歯歯歯とととと口口口口のののの健康健康健康健康のののの状況状況状況状況    

（1）乳幼児のむし歯有病率の推移 

本町の 1 歳 6 か月児健診におけるむし歯有病率の推移をみると、令和 2 年度は県・国の

平均を上回っていますが、令和 3 年度には減少しており、令和 4 年度も維持できています。 

 

（熊本県歯科保健状況調査報告、健診票） 

 

また、3歳児健診におけるむし歯有病率の推移をみると、令和元年度より県や国の平均を

上回っており、令和 2 年度には県平均の約 2倍となっています。 

 

（熊本県歯科保健状況調査報告、健診票） 
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（2）12歳児の 1 人平均むし歯本数の推移 

本町の 12 歳児における 1 人平均むし歯本数の推移をみると、平成 30 年度から令和 3 年

度にかけて県・国の平均を 2倍以上上回っています。令和 4 年度には減少していますが、ま

だまだ高い状態が続いています。 

 

（熊本県歯科保健状況調査報告） 

 

（3）成人の咀嚼の状況 

本町のかみにくいと感じる者の割合の推移をみると、平成 30年度から令和 4 年度にかけ

て 30％程で推移しており、県や国と比較すると高い状況が続いています。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 
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（4）成人歯周疾患健診受診率の推移 

令和元年度より開始した成人歯周疾患健診の受診率の推移をみると、令和元年度から令

和 3 年度にかけては減少傾向でしたが、令和 4 年度には増加しています。 

しかし、対象者の 1 割程度の受診率にとどまっています。 

 

（小国町歯周疾患健診受診データ） 
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８８８８    健診健診健診健診（（（（検診検診検診検診））））のののの状況状況状況状況    

（１）特定健診の受診状況 

本町の特定健診の受診率の推移をみると、平成 30年度から令和 2 年度にかけて減少傾向

であり、新型コロナウイルス感染症の影響が考えられます。しかし、令和 3 年度には増加し

ています。県と比較すると、いずれの年も平均を上回っています。 

 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 

（２）後期高齢者健診の受診状況 

本町の後期高齢者健診の受診率の推移をみると、令和元年度から令和4年度にかけて25％

前後で横ばいに推移しており、県の平均の約 2倍高い状況です。 
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（２）がん検診の受診状況 

本町のがん検診の受診率の推移をみると、平成 30年度から令和 4 年度において、ほとん

どが減少傾向にあります。 

 

（地域保健・健康増進事業報告） 
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第第第第 3333 章章章章    第第第第 1111 期小国町健康増進計画期小国町健康増進計画期小国町健康増進計画期小国町健康増進計画・・・・食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画のののの評価評価評価評価    

第 1 期小国町健康増進計画・食育推進計画では、『妊娠期』『乳幼児期』『学童期・思春期』

『成人期・高齢期』と各ライフステージにおいて目標を設定して取り組んできました。 

 

①『妊娠期』の評価 

指標 
第 1 期計

画策定時 

第 1 期 

計画 

目標 

現状値 

令和 4 年度

実績 

傾向 

達成状況 

〇：達成 

△：未達成 

低出生体重児の割合 9.8％ 減少 0％ 減少 〇 

妊娠中の喫煙者の人数 0人 維持 1 人 増加 △ 

妊娠中の飲酒者の人数 1 人 減少 0人 減少 〇 

 令和 4 年度の実績をみると、低出生体重児の割合と妊娠中の飲酒者の人数は減少してお

り目標を達成しています。また、妊娠中の喫煙者の人数は増加しています。妊娠中はホルモ

ンバランスの乱れにより、口内環境の悪化から歯周病のリスクも見られます。妊婦の歯周病

は、妊娠中の喫煙により悪化を招き、低出生体重児や早産の頻度が高まる危険性もあるため、

予防のためにも本町で実施している妊婦歯科健診への受診勧奨や禁煙指導を行っていく必

要があります。今後も母子手帳交付時の面談を活用し、保健指導・情報提供を行います。 

 

②『乳幼児期』の評価 

指標 
第 1 期計

画策定時 

第 1 期 

計画 

目標 

現状値 

令和 4 年度

実績 

傾向 

達成状況 

〇：達成 

△：未達成 

肥満児率（3歳児） 0％ 維持 11.5％ 増加 △ 

22時以降の就寝率（3歳児） 24.3％ 減少 17.3％ 減少 〇 

朝食欠食率（3歳児） 0％ 維持 7.7％ 増加 △ 

むし歯有病率（3歳児） 14.63％ 減少 20.90％ 増加 △ 

3 歳児の肥満児率は増加傾向にあります。幼児期の肥満児の約 25％が将来成人肥満に移

行するといわれています。食事・運動・睡眠などの様々な生活習慣が形成され身についてく

るのが幼児期です。この時期に肥満にならない生活習慣＝規則正しい生活習慣を身につけ

ることが重要です。 

22時以降の就寝率は減少傾向ではありますが、県平均よりも高い現状があります。また、

朝食欠食率は増加傾向となっています。朝食を毎日食べることは、基本的な生活習慣を身に

つける上でとても重要であるため、子どもの時から望ましい生活リズムを確立し、定着させ

ることは生涯にわたって健康な体をつくるための基礎となります。就寝時間が遅いと、朝食

の摂取にも影響が出てきます。乳幼児期から規則正しい生活習慣の習得と併せて「早寝、早

起き、朝ごはん」の大切さを啓発していく必要があります。 
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また、3歳児のむし歯有病率は増加傾向にあります。むし歯有病率は熊本県としても高い

状況がありますが、その中でも本町は高い現状があり、町として取り組むべき課題の一つと

なっています。令和 5 年度より新たに 1 歳 6 か月児健診時のフッ素塗布事業に取り組んで

おり、今後も子どもの歯を守るための意識づけ・啓発・取組みを進めていきます。 

 

③『学童期・思春期』の評価 

指標 
第 1 期計画

策定時 

第 1 期 

計画 

目標 

現状値 

令和 4 年度

実績 

傾向 

達成状況 

〇：達成 

△：未達成 

肥満傾向児率 

（小学校 6 年生） 

男子 17.9％ 

女子 8.0％ 

ともに 

減少 

男子 15.19％ 

女子 26.70％ 

男子減少 

女子増加 

〇 

△ 

むし歯有病率 

（12歳児） 
74.19％ 減少 50.00％ 減少 〇 

小学校 6 年生の肥満傾向児の割合は男子で減少、女子で増加しています。学童期の肥満児

の約 40％、思春期の肥満者は体格が形成されてしまうことや生活習慣が身についてしまう

ことから約 70～80％が将来成人肥満に移行するといわれています。また成人肥満は高血圧

や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病につながります。令和 4 年度より、小学校 6 年生・

中学校 9 年生を対象に小国郷糖尿病対策チームブルーによる生活習慣病予防の出前授業を

実施しています。本町では、高校進学時に親元を離れる子どもも多いため、将来健康な生活

を送るためにも、生活習慣病に対する正しい知識を得る機会をもち、自分で健康を守る行動

がとれるよう支援していく必要があります。今後も食事・運動・睡眠などの生活習慣につい

て、学校や家庭とも連携し、意識づけ・啓発・取組みを進めていきます。 

12 歳児のむし歯有病率は減少傾向がみられます。しかし、熊本県平均よりも 2 倍程高い

現状があることから、令和 4 年度より就学時健診での歯科衛生士による個別指導を実施し

ており、今後も家庭や学校・歯科専門医と連携し、むし歯予防を含めた歯科保健対策への取

組みを進めていきます。 
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④『成人期・高齢期』の評価 

指標 
第 1 期計画

策定時 

第 1 期 

計画 

目標 

現状値 

令和 4 年度

実績 

傾向 

達成状況 

〇：達成 

△：未達成 

特定健診受診率 52.7％ 60％ 51.0％ 減少 △ 

特定保健指導実施率 68.1％ 70％ 72.3％ 増加 〇 

新規透析患者数 2.4 人/年 0人/年 2.5 人/年 増加 △ 

喫煙率 18.0％ 減少 16.2％ 減少 〇 

多量飲酒率 8.7％ 減少 1.5％ 減少 〇 

歯周疾患健診受診率 - 20％ 9.2％ － － 

1 日 30 分以上の運動習

慣がない人の割合 
67.4％ 減少 65.3％ 減少 〇 

睡眠不足の人の割合 28.4％ 減少 27.3％ 減少 〇 

特定保健指導実施率や喫煙率、多量飲酒率は目標を達成しています。 

1 日 30 分以上の運動習慣がない人の割合は減少傾向が見られますが、県や国平均よりも

高い状況が見られます。本町では、運動教室などの健康教室を実施してきましたが、今後も

積極的に実施・展開し、多くの人が無理なく日常生活の中で運動を実施できる方法や環境づ

くりにおける取組みを進めていきます。また、健康教室への特定保健指導対象者の参加を積

極的に促すことで、特定保健指導率と併せてメタボリックシンドロームの改善率も向上し

ていけるように様々な取組みを進めていきます。 

また、令和 4 年度より開始した「まちの保健室」においては、全てのライフステージにお

けるからだや心の健康相談・情報提供の場として取り組みを進めています。 

歯周疾患健診受診率は、第 1 期計画の策定後に開始となったため評価はできませんが、令

和 4 年度で 9.2％と 1 割を切っています。特に 30代・40代の若い世代の受診者が少ない状

況です。歯周病は、糖尿病の合併症だけでなく、動脈硬化、心臓病など全身に影響を及ぼす

ため、歯周疾患健診を受診して状況を把握し、歯周病等を見極めた早期発見・早期治療が重

要です。今後も歯と口腔の健康づくりや歯周疾患と生活習慣病の関係に関する啓発や情報

提供等の取組みを進めていきます。 

 

新規の取組み一覧 

1歳 6 か月児健診におけるフッ素塗布、小・中学校における生活習慣病予防の出前授業、

就学時健診での歯科衛生士による個別歯科指導、まちの保健室、歯周疾患健診、運動教室、

フレイル健診 
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第第第第 4444 章章章章    計画計画計画計画のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 

１１１１    計画計画計画計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念    

本町はこれまで、住民一人ひとりの健康を維持・増進するための予防の視点での健康づく

り及び環境づくり、食育の推進に取り組んできました。 

本計画は健康寿命の延伸を目標としています。すべての町民が生涯にわたって健康でい

きいきと暮らすために、幼少期から高齢期まですべてのライフステージにおいて、一人ひと

りが自身の健康を意識し実践する取り組みが重要となります。家庭、学校、地域、行政等、

あらゆる主体が一体となり、さらなる健康づくりを図るため、以下の基本理念を掲げます。 

 

基本理念 

子どもから高齢者まで全ての世代の人が健康で長く住み続けられるまちづくり 

 

２２２２    取組取組取組取組みのみのみのみの方針方針方針方針とライフステージとライフステージとライフステージとライフステージ    

（１）計画全体の目標 

健康寿命の延伸 

だれもが健康に暮らせるためには、長期的な視点を持ち、様々な取組みを継続的に推進し

ていくことが重要になります。 

健康づくりにおいては、住民の自主性や主体性を重視し、「自分の健康は自分で守る」と

いう自らの積極的な取組み（ヘルスプロモーション）が重要です。しかし、個人の努力だけ

では限界があります。住民が主体的に健康づくりに取り組むためには、家庭や地域の仲間の

協力といった互いを支え合う仕組みと、それを後押ししてくれる環境づくりが必要となり

ます。本計画では、個人の努力を地域全体で支援し、楽しく健康づくりに取り組むことがで

きる仕組みづくりを目指します。 

また、高齢化の進展による疾病構造の変化を踏まえた上で、生活習慣病の発症予防や重症

化予防に重点を置いた対策を推進するとともに、身近な場所で健康づくりや介護予防、食育

推進に取り組むことができる環境を整備し、健康寿命の延伸を実現することを目指します。 

 

（２）健康増進計画の目標 

健康的な生活習慣の推進 

健康寿命の延伸を全体の目標とし、それを実現するために「①栄養・食生活（食育推進計

画）、②身体活動・運動、③こころの健康、④たばこ・アルコール、⑤歯と口の健康、⑥生

活習慣病」の 6分野を施策の柱とします。 

健康寿命の延伸には、健康増進・疾病予防が担う役割は極めて大きいため、子どもの頃か

ら健やかな生活習慣を身につけ、高齢になっても元気でいきいきと暮らすことができるた

めの施策を推進します。 
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（３）食育推進計画の目標 

食・人・地域を大切にする食育の推進 

「食べる力」は「生きる力」であり、生活の基礎となるものです。家庭を中心に、学校、

地域、行政等が協働・連携する体制や人材育成、情報提供等の環境を整備し、命の源となる

食とそれを育む人、地域を大切にするための施策を推進します。 

 

健康増進計画・食育推進計画においては、ライフステージ別での健康づくりも意識し、妊

娠・乳幼児期、学童・思春期、青年・壮年期、高齢期の 4 段階に区分しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠・乳幼児期 

（～5歳） 

学童・思春期 

（6～19 歳） 

青年・壮年期 

（20～64 歳） 

高齢期 

（65 歳～） 

基本理念『子どもから高齢者まで全ての世代の人が健康

で長く住み続けられるまちづくり』 

全体の目標：健康寿命の延伸 

【ライフステージ】 

健康増進計画健康増進計画健康増進計画健康増進計画    

【健康的な生活習慣の推進】 

②身体活動・運動 

③こころの健康 

④たばこ・アルコール 

⑤歯と口の健康 

⑥生活習慣病 

①栄養・食生活・食育 
食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画    

【食・人・地域を大切にする食育の推進】 
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第第第第 5555 章章章章    各施策各施策各施策各施策におけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組みみみみ    

 

１１１１    栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活・・・・食育食育食育食育（（（（食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画））））    

経済の発展に伴い、食を取り巻く環境が大きく変化する中で、食に関する価値観やライフ

スタイルの多様化が進んでいます。 

本町では、これまでも栄養や食生活の改善、食育の推進に取り組んできましたが、幼児期・

成人期における朝食欠食の増加や、学童期においては肥満ややせの割合が多い学年もみら

れること、高齢者の低栄養のリスクなどまだまだ課題が見受けられます。 

健全な食生活は、成長期にある子どもにとって心身を育むために欠かせないものである

と同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼします。子どもの頃から栄養や食事のと

り方等について正しい基礎知識を身につけ、子どもから高齢者まで、どのライフステージに

おいても自ら判断し、食生活をコントロールしていく、いわば食の自己管理能力が必要とな

ってきます。 

また、四季折々に地元で収穫される旬の食材を使い、自然の恵みに感謝し、特別な日に食

べるものとして古くから伝わる食文化である郷土料理や行事食の継承や、生産者と消費者

の信頼関係を構築し、食に関する理解と関心を深める地産地消の推進は、次の世代を担う子

どもたちに伝えていくことが大切です。 

今後も、全てのライフステージにおいての栄養・食生活の改善を推進するとともに、「食」

への関心を高め、自分に合った方法で生活に取り入れ、「食」に関する正しい情報を幅広く

適切に得られるよう正しい知識の普及啓発が必要です。 
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（１）取組みの方向性と関連事業 

①生涯にわたる健全な 

食生活の推進 

・保育園において、食への興味を育てる健康教育を行

い、子どもたちの健全な食生活の実践を図ります。 

・「早寝・早起き・朝ごはん」を推進する中で、保育園・

学校・家庭と連携し、生活リズムや歯みがきなど基

本的な生活習慣が身につくように努めます。併せて

保護者への情報提供を行い、意識啓発に努めます。 

・乳幼児健診や各種健康教室において、食に関する健

康教育や情報提供を行います。 

・減塩の推進に努めます。 

・健診や健康相談、町広報誌、各種健康教室など様々

な機会に適正体重や体重の自己管理、食事の適量に

ついての情報提供を行います。 

・フレイル健診や地域のサロンにて、低栄養によるフ

レイルのリスクや適切な栄養摂取に関する普及啓

発を行い、高齢者の栄養改善に取り組みます。 

②食文化の継承 

・地産地消の推進 

・保育園の給食において、行事食や伝統食をメニュー

に加え、地元の味を伝えます。 

・小学生向けに地元でとれた食材を使った料理教室を

開催し、地産地消の推進を図ります。 

・郷土料理のレシピ化を図り、小国の食文化の継承に

努めます。 

 

 

関連の取組み 

乳幼児健診での離乳食・栄養相談、すくすく広場での離乳食・栄養相談（子育て支援拠

点）、こぐまのキッチン（小学生向け料理教室）・なかよしくまさん（乳幼児の保護者向け

料理教室）、保育園での食育・健康教育・食育だよりの配布、地域サロンにおける食の健

康教育、まちの保健室（塩分測定・栄養相談）、広報栄養士だより 
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（２）各ライフステージにおける個人ができる取組み 

 取組み 

妊娠・乳幼児期 

・朝食を毎日食べる習慣をつけましょう。 

・家族そろって食べる習慣を身につけましょう。 

・小国でとれた旬の野菜を食べましょう。 

・生活習慣を整え、決まった時間に食事をしましょう。 

・離乳食から薄味でおいしく食べる習慣を身につけましょう。 

学童・思春期 

・朝食を毎日食べる習慣をつけましょう。 

・家族そろって食べる習慣を身につけましょう。 

・小国でとれた旬の野菜を食べましょう。 

・薄味を心がけましょう。 

青年・壮年期 

・朝食を毎日食べる習慣をつけましょう。 

・適正体重を知り、やせすぎ・太りすぎに気をつけましょう。 

・自分に適した内容と量のバランスのとれた食事をとりましょう。 

・小国でとれた旬の野菜を食べましょう。 

・家庭の味・郷土の味・行事食や食の作法などを伝えていきましょう。 

・薄味を心がけましょう。 

高齢期 

・1 日 3 食規則正しく食べましょう。 

・フレイル予防を意識して食事をしましょう。 

・小国でとれた旬の野菜を食べましょう。 

・家庭の味・郷土の味・行事食や食の作法などを伝えていきましょう。 

・薄味を心がけましょう。 
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（３）目標指標 

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

朝食を欠食する子の割合 10.5％（1歳 6 か月児） 

7.7％（3歳児） 

10.9％（小学 5 年生） 

減少 

減少 

減少 

22時以降に就寝する子の割合 

 

10.5％（1歳 6 か月児） 

17.3％（3歳児） 

減少 

減少 

肥満傾向にある子どもの割合 2.6％（1歳 6 か月児） 

0％（3歳児） 

減少 

維持 

やせ傾向にある子どもの割合 10.5％（1歳 6 か月児） 

11.5％（3歳児） 

減少 

減少 

朝食を欠食する者の割合 8.2％（成人） 減少 

1 日 3 食食べる者の割合 97.7％（高齢者） 増加 

6 か月間で 2～3 ㎏体重減少があ

った者の割合 
20.1％（高齢者） 減少 

食べ物の産地や料理の歴史に関

心がある児童の割合 
34.8％（小学 5 年生） 増加 

食べ物や作った人に感謝して食

べる児童の割合 
95.6％（小学 5 年生） 増加 

食事のマナーに気をつけて食べ

る児童の割合 
89.1％（小学 5 年生） 増加 

栄養のバランスに気をつけて食

べる児童の割合 
65.2％（小学 5 年生） 増加 
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２２２２    身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動    

からだを動かすことは生活習慣病の発症予防や重症化予防・フレイル予防につながるだ

けでなく、こころの健康の保持や QOL（生活の質）の向上にも大きく影響し、健康的な生活

を送るうえで欠かせない要素であるといわれています。 

身体活動や運動量が多い人は、そうでない人と比較して循環器やがんなどの非感染症疾

患（NCD）の発症リスクが低いことが分かっています。 

本町の現状を見ると、1 回 30 分以上の運動習慣がない人の割合は増加傾向にあり、県や

国と比較すると高くなっています。併せて、家事や就労、移動等の日常生活での歩行が少な

い現状もあることから、町民一人一人が無理なく、日常生活の中に運動を取り入れ、身体活

動を増やすような意識づけや運動習慣が継続できるような環境づくりが必要です。 

 

※非感染症疾患（NCD）…不健康な食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、大気汚染などが原

因のがん、糖尿病、循環器疾患、呼吸器疾患、メンタルヘルスなどを代表とする慢性疾患の

総称。 

 

（１）取組みの方向性と関連事業 

①運動習慣の定着化の推進 

・手軽に運動に取り組み、継続できるように情報発信

します。 

・健康づくりや生活習慣病予防など正しい知識の普及

啓発を行い、自分自身の健康づくりに生かしていけ

るよう、環境の整備や内容の充実を図ります。 

 

関連の取組み 

運動教室・元気クラブ 

 

（２）各ライフステージにおける個人ができる取組み 

 取組み 

妊娠・乳幼児期 

・無理せず、適度な運動をしましょう。 

・地域（保育園・幼稚園を含む）や家庭で楽しく、積極的に身体を

動かしましょう。 

学童・思春期 ・地域の人や仲間と一緒に積極的に身体を動かしましょう。 

青年・壮年期 
・日常的に身体を動かすことを習慣づけ、運動・筋力不足を予防し

ましょう。 

高齢期 

・積極的に外出しましょう。 

・地域の健康づくり活動や集いの場に参加し、フレイルを防ぎ 

ましょう。 
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（３）目標指標 

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

1日 30 分以上の運動習慣がない人

の割合 
65.3％ 減少 

歩行又は同等の身体活動を 1 日 1

位時間以上実施なしの人の割合 
50.4％ 減少 
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３３３３    こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康    

こころの健康は、いきいきと自分らしく生活するために重要な条件です。こころの健康を

保つためには、適度な運動やバランスのとれた栄養・食生活だけでなく、十分な睡眠や休養

をとることが重要な要素と言われています。 

本町の現状をみると、横ばいで推移していますが、県や国よりも高い割合にあります。睡

眠不足や睡眠障害は生活習慣病の発症リスクを高めるほか、こころの病気と関連していま

す。睡眠に関する正しい知識の普及啓発や休養の必要性について理解し、積極的に休養をと

ることができる環境づくりが必要です。 

 

（１）取組みの方向性と関連事業 

①こころの健康・休養に関する 

正しい知識の情報提供 

・こころの健康づくりについて正しい知識を持ち、

必要な時は専門機関に相談することについて普

及啓発します。 

②相談支援体制の充実 

・子ども家庭センターにおいて、安心して子育てが

行えるよう、妊産婦やその家族に対して妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を行いま

す。 

・壮年期において、こころの問題が増えることや健

康に関する適正な自己管理が必要であることを

普及啓発します。 

・高齢者のこころの問題として多い健康問題につ

いて、関係機関と連携しながら相談体制を強化し

ます。 

 

関連の取組み 

母子手帳交付や乳幼児健診時の保健指導、健診結果説明会、まちの保健室（健康相談） 
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（２）各ライフステージにおける個人ができる取組み 

 取組み 

妊娠・乳幼児期 

・妊娠期特有の不安や悩みは家族や専門の窓口に相談しましょう。 

・早寝・早起きの規則正しい睡眠リズムで睡眠を十分にとりましょ

う。 

学童・思春期 

・早寝・早起きの規則正しい睡眠リズムで睡眠を十分にとりましょ

う。 

・家族や友人、先生など周囲の人と積極的にコミュニケーションをと

りましょう。 

青年・壮年期 
・自分なりのストレス解消法を見つけましょう。 

・睡眠を十分にとり、休養をとりましょう。 

高齢期 
・家族や地域の人と積極的にコミュニケーションをとりましょう。 

・不安や悩みは周囲の人や専門の窓口に相談しましょう。 

 

（３）目標指標 

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

睡眠で休養が十分とれてい

ない人の割合 
27.3％ 減少 
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４４４４    たばこ・アルコールたばこ・アルコールたばこ・アルコールたばこ・アルコール    

喫煙は、がんや循環器疾患、呼吸器疾患等の原因になることが明らかになっています。特

に慢性気管支炎や肺気腫等の COPD（慢性閉塞性肺疾患）患者の 90％以上が、喫煙者もしく

は受動喫煙者と言われています。本町の喫煙率の推移をみると、年々減少傾向ですが、県や

国と比較すると、まだ上回って推移しています。 

たばこは自身の健康だけでなく、身体を形成する大事な時期である乳幼児や子どもたち

をはじめとする周囲の健康にも悪影響を及ぼすことを啓発し、喫煙率の減少や受動喫煙防

止対策を講じることが必要です。 

また、適度な飲酒は疲労感を和らげ、リラックスできるなど様々な効果がありますが、長

期にわたる過度の飲酒は、がんや高血圧、肝疾患やアルコール依存症等の病気との関連が明

らかになっているほか、飲酒者本人の健康問題だけでなく、飲酒運転や家庭内暴力等の社会

問題の原因ともなっています。本町の多量飲酒者の割合の推移をみると、令和元年度以降は

減少傾向ですが、国や県と比較しても約 3倍となっており、とても多い状況です。飲酒に関

する正しい知識や飲酒する際の『節度ある適度な飲酒』を啓発することが必要です。 

 

（１）取組みの方向性と関連事業 

たばこ 

①たばこと健康に関する 

知識の情報提供 

・喫煙が身体に及ぼす影響や受動喫煙が

健康に及ぼす影響について、広報誌や

ホームページを活用し、健康教育の場

を活用して周知啓発します。 

②禁煙支援の推進 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）の名称と疾

患に関する知識の普及を図り、自主的

な禁煙につながるよう支援します。 

・健康相談、保健指導などの場を活用し

た禁煙支援に関する情報提供を行い

ます。 

アルコール 
①飲酒と健康に関する知識

の情報提供 

・広報誌やホームページを活用し、多量

飲酒が身体に及ぼす影響や、休肝日を

設ける重要性、適度な飲酒に関する情

報提供を行います。 

・飲酒が胎児や乳児に及ぼす影響などに

ついての情報提供を行います。 

・健診後の指導などで適度な飲酒の指導

を行います。 
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関連の取組み 

母子手帳交付や乳幼児健診時の問診、健診結果説明会、特定保健指導 

 

（２）各ライフステージにおける個人ができる取組み 

 取組み 

妊娠・乳幼児期 

・妊娠中は喫煙や飲酒はしないようにしましょう。 

・受動喫煙に注意しましょう。 

・たばこやアルコールの害について、家族で理解しましょう。 

学童・思春期 
・未成年のうちの喫煙や飲酒は絶対にしないようにしましょう。 

・たばこやアルコールの影響について、理解しましょう。 

青年・壮年期 

・たばこの健康への影響を知り、禁煙に取り組みましょう。 

・アルコールの健康への影響を知り、飲み過ぎず、上手にお酒と付き

合いましょう。また、お酒を習慣的に飲む人は、休肝日を設けます。 

高齢期 
・たばこの健康への影響を知り、禁煙に取り組みます。 

・お酒を習慣的に飲む人は、休肝日を設けます。 

 

（３）目標指標 

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

喫煙している人の割合 16.2％ 減少 

妊娠中の喫煙者の人数 1 人 減少 

多量に飲酒している人の割合 1.5％ 減少 

妊娠中の飲酒者の人数 0人 維持 
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５５５５    歯歯歯歯とととと口口口口のののの健康健康健康健康    

歯と口の健康は、生涯を通じて自分の歯でしっかりと噛んで食べることやバランスのと

れた食生活を可能にするだけでなく、肥満や糖尿病等の生活習慣病の予防になるなど、身体

全体の健康に影響があると言われています。 

本町の子どものむし歯の有病率をみると、1 歳 6 か月児ではほとんどみられませんが、3

歳児から増加しており、県や国の平均を上回っている現状があります。 

幼児期については、歯みがきや望ましい食習慣等を身につけることや、咀嚼・嚥下機能を

獲得する大変重要な時期であるため、正しい歯みがき指導やむし歯予防対策が大切です。 

また、12 歳児における 1 人平均むし歯本数の推移をみると、県や国の平均を 2 倍以上上回

っており、年齢が上がるにつれて多くなっています。学齢期は生涯にわたる健康づくりの基

盤が形成される時期であるため、自らがむし歯予防に対する知識を持ち、セルフケアの習慣

を身につけることが重要です。 

 

（１）取組みの方向性と関連事業 

①むし歯・歯周病予防のための 

正しい知識の普及啓発 

・乳幼児健診などを通じて、子どもの歯みがきの習

慣化やフッ化物を活用したむし歯予防方法につ

いての情報提供を行います 

・広報誌等において、歯や口腔の健康に関する正し

い知識の普及を図ります。 

②ライフステージに応じた 

歯科健診の推進 

・母子手帳交付時に妊婦歯科健診の受診勧奨を行

います。 

・乳幼児健診時の歯科健診におけるフッ素塗布を

推進します。 

・保育園や学校等での歯科保健指導（歯科相談）を

実施し、歯と口腔の健康づくりを推進します。 

・20 歳以上を対象とした歯科健診を実施し、歯周

疾患予防に努めます。また、歯と口腔の健康づく

りや歯周疾患と生活習慣病予防の関係に関する

啓発や情報の提供に取り組みます。 

 

関連の取組み 

妊婦歯科健康診査、フッ素塗布（個別）、1歳児歯科健診、乳幼児健診（1歳児・1歳 6 か

月児・3歳児）におけるフッ素塗布や歯ブラシ・フロスセットの配布、フッ化物洗口、就

学時健診における個別歯科相談、成人歯周疾患健診、後期高齢者歯科口腔健診、フレイル

健診における集団及び個別歯科相談、通いの場における歯科保健指導 
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（２）各ライフステージにおける個人ができる取組み 

 取組み 

妊娠・乳幼児期 

・妊婦歯科健診を受け、歯の健康を心がけましょう 

・歯みがきの習慣を身につけ、親子での仕上げみがきを行いましょう 

・よく噛んで食べましょう 

・かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受けましょう 

学童・思春期 

・むし歯予防に関する知識を持ち、フッ化物を活用し、正しい歯みが

きの仕方を身につけましょう 

・かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受けましょう 

青年・壮年期 
・適切な歯のケアで、歯周病やむし歯予防に努めましょう 

・かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受けましょう 

高齢期 

・健康的な歯の本数を保つことで、「8020」を目指しましょう 

・口の体操を生活に取り入れ、オーラルフレイルを予防しましょう 

・かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受けましょう 

 

（３）目標指標 

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

むし歯のある子の割合 

（1歳 6 か月児） 
0％ 維持 

むし歯のある子の割合（3歳児） 20.90％ 減少 

1 人平均むし歯本数（12歳児） 1.29％ 減少 

歯周疾患健診を受けた者の割合 9.2％ 増加 

かみにくいと感じる者の割合 28.3％ 減少 
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６６６６    生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病    

生活習慣病の予防のためには、日頃から自分の健康状態に関心を持ち、健康管理を行うこ

とが大切です。 

本町の死因別死亡者の状況をみると、悪性新生物、心疾患や脳血管疾患などの生活習慣病

が約 6 割を占めています。生活習慣病の予防と早期発見・早期治療は特定健康診査やがん検

診などの定期的な受診が必要です。 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、コロナ禍では特定健康診査やがん検診の受診

率の減少傾向がみられましたが、若い世代から高齢者までの全世代で健診（検診）の重要性

が認識できるよう情報提供や受診の啓発とともに受診しやすい体制づくりの充実が求めら

れます。また、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病は、重症化すると人工透析や

介護が必要となり、生活の質を低下させ、健康寿命の延伸を阻害することになるため、生活

習慣病の重症化予防も必要です。 

 

（１）取組みの方向性と関連事業 

①生活習慣病予防と健診の推進 

・特定健康診査、がん検診の受診率向上を目指しま

す。 

・保健事業などあらゆる機会・世代において、健診

の必要性について、普及啓発・情報提供します。 

・生活習慣病予防対策として、治療が必要な人に対

し、受診勧奨を行います。 

②町民自身による健康管理の促進 

・ライフステージに合わせて、健康管理に関する周

知・啓発します。 

・町民ひとりひとりが健康づくりに関する情報を

得ることができるよう、広報誌や CATV、各種健

康教室などで、健康づくりに関する情報提供の充

実を図ります。 

・学校等における生活習慣病の予防についての健

康教育を行います。 

・介護予防やフレイル予防事業において、高齢者の

健康管理について周知します。 

・かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬

局をもつことを推奨します。 

 

関連の取組み 

特定健康診査、各種がん検診、健診結果説明会、特定保健指導、医療機関との連携 
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（２）各ライフステージにおける個人ができる取組み 

 取組み 

妊娠・乳幼児期 

・母子健康手帳を活用し、妊娠期や子どもの健康管理に努めましょ

う。 

・乳幼児向けの各種健診や相談を活用しましょう。 

学童・思春期 
・自分の健康状態に関心をもち、規則正しい生活習慣を身につけまし

ょう。 

青年・壮年期 

・体調管理に気を配り、規則正しい生活をしましょう。 

・自分の健康状態を把握するために、健診（検診）を受け、結果を健

康づくりに役立てましょう。 

高齢期 

・自分の健康状態を把握するために、健診（検診）を受け、結果を健

康づくりに役立てましょう。 

・かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもちましょう。 

 

（３）目標指標 

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

特定健診受診率 51.0％ 増加 

後期高齢者健診の受診率 27.2％ 増加 

胃がん検診の受診率 11.7％ 増加 

肺がん検診の受診率 21.0％ 増加 

大腸がん検診の受診率 17.9％ 増加 

子宮頸がん検診の受診率 18.9％ 増加 

乳がん検診の受診率 23.7％ 増加 
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第第第第 6666 章章章章    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にあたってにあたってにあたってにあたって    

１１１１    計画計画計画計画のののの進進進進めめめめ方方方方    

本計画は、基本理念の実現に向けて、住民や地域、学校、団体、企業、行政など町全体が

一体となって健康づくりを進めていくものです。総合的かつ効果的に計画を推進するため、

それぞれの役割を明確にするとともに、連携を図って取組みを進めます。 

 

（１）町民の役割 

町民一人一人が「自分の健康は自分でつくる」という意識をもち、健康に関する関心を高

め、自らの生活習慣を見直し、健康的な生活習慣を身につけることが重要です。 

また家庭は、生活習慣を身につける最も身近な場所であり、個人の健康づくりを支える重

要な役割を担っています。 

 

（２）関係団体・機関等の役割 

地域における活動団体等は、行政との協働により、町民への健康に関する情報提供や活動

を実施し、地域住民の健康づくりを支援するための体制を作ります。 

 

（３）行政の役割 

町民の健康づくりを図るため、関係機関や関連団体と連携しながら、必要な情報の提供や

質の高い保健サービスの提供に努めます。 

さらに、施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の関係課間の連携や緊密な調整を

行い、全庁的な施策の取組みの充実を図ります。 

 

２２２２    計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理    

本計画をより実効性のあるものとして推進していくため、目標指標の進捗管理を行いま

す。 

本計画は、目標指標と目標値を設定したため、それらの目標が達成できるよう、取組内容

の検証・評価を行います。また、計画の最終年度には、再度、町民の健康づくりへの意識や

行動変容の実態を把握・評価し、その結果を基に社会情勢の変化などを加味し、目標や取組

みの見直しを行います。 
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３３３３    目標指標一覧目標指標一覧目標指標一覧目標指標一覧    

指標 現状（令和 4 年度） 目標（令和 17 年度） 

朝食を欠食する子の割合 10.5％（1歳 6 か月児） 

7.7％（3歳児） 

10.9％（小学 5 年生） 

減少 

減少 

減少 

22時以降に就寝する子の割合 

 

10.5％（1歳 6 か月児） 

17.3％（3歳児） 

減少 

減少 

肥満傾向にある子どもの割合 2.6％（1歳 6 か月児） 

0％（3歳児） 

減少 

維持 

やせ傾向にある子どもの割合 10.5％（1歳 6 か月児） 

11.5％（3歳児） 

減少 

減少 

朝食を欠食する者の割合 8.2％（成人） 減少 

1 日 3 食食べる者の割合 97.7％（高齢者） 増加 

6 か月間で 2～3 ㎏体重減少があ

った者の割合 
20.1％（高齢者） 減少 

食べ物の産地や料理の歴史に関

心がある児童の割合 

34.8％（小学 5 年生） 増加 

食べ物や作った人に感謝して食

べる児童の割合 

95.6％（小学 5 年生） 増加 

食事のマナーに気をつけて食べ

る児童の割合 

89.1％（小学 5 年生） 増加 

栄養のバランスに気をつけて食

べる児童の割合 

65.2％（小学 5 年生） 増加 

1 日 30 分以上の運動習慣がない

人の割合 
65.3％ 減少 

歩行又は同等の身体活動を 1 日

1 位時間以上実施なしの人の割

合 

50.4％ 減少 

睡眠で休養が十分とれていない

人の割合 
27.3％ 減少 

喫煙している人の割合 16.2％ 減少 

妊娠中の喫煙者の人数 1 人 減少 

多量に飲酒している人の割合 1.5％ 減少 

妊娠中の飲酒者の人数 0人 維持 
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むし歯のある子の割合 0％（1歳 6 か月児） 

20.90％（3歳児） 

維持 

減少 

1 人平均むし歯本数（12歳児） 1.29％ 減少 

歯周疾患健診を受けた者の割合 9.2％ 増加 

かみにくいと感じる者の割合 28.3％ 減少 

特定健診受診率 51.0％ 増加 

後期高齢者健診の受診率 27.2％ 増加 

胃がん検診の受診率 11.7％ 増加 

肺がん検診の受診率 21.0％ 増加 

大腸がん検診の受診率 17.9％ 増加 

子宮頸がん検診の受診率 18.9％ 増加 

乳がん検診の受診率 23.7％ 増加 
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